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都市計画の案の理由書

１ 種類・名称

青梅都市計画下水道 青梅市公共下水道

２ 理 由

本市の汚水事業は、第６次青梅市総合長期計画（平成２４年３月策

定）において、公共用水域の水質保全と生活環境の向上、全市水洗化

に向けて、公共下水道および合併処理浄化槽整備事業を推進すること

としている。また、青梅市都市計画マスタープラン（平成２６年５月

策定）において計画的に開発を誘導する地域については、面的整備事

業などの土地利用計画に合わせ、公共下水道計画区域への編入を検討

することとしている。

首都圏中央連絡自動車道青梅インターチェンジの北側に隣接する地

区では、広域交通の結節点としての利便性を生かし、土地区画整理事

業による基盤整備が進められ、また、成木地区については将来的な人

口減少を踏まえ合併処理浄化槽により整備することし、東京都汚水処

理構想において合併浄化槽処理区域とされた。

このような状況の中、全市水洗化の達成に向け下水道事業、浄化槽

事業が継続して進められ現在、本市の汚水事業整備状況は汚水処理人

口普及率で９９．２％に達している。

これらの上位計画の基本的事項を踏まえ、首都圏中央連絡自動車道

青梅インターチェンジの北側に隣接する地区において行われる物流拠

点の整備についてその区域約５０ヘクタールを公共下水道区域（分流

式汚水）に編入するほか、青梅市北部の成木地区約８０ヘクタールに

ついて公共下水道の区域から削除する計画とするとともに、既に都市

計画決定されたポンプ施設について一部廃止を行うものである。


























